
令和６年度第２回香川県教育センター運営協議会 

議  事  次  第 

 

日 時：令和７年３月17日（月） 

                                                             10：00～11：30 

                           場 所：教育センタ－３階第２研修室 

 

 

１ 開  会 

    

２ 所長あいさつ 

 

３ 会長あいさつ 

 

４ 議  事 

 

     （１）令和６年度事業実施状況について 

 

     （２）令和７年度事業計画について 

 

     （３）その他 

 

５ 閉  会 

 

     

 

 



氏　　　　　名 役　　職　　名　　等 備考

入 谷 寛 枝
　香川県国公立幼稚園・こども園長会会長
　（観音寺市立観音寺中央幼稚園長）

上 野 耕 平
　香川大学教育学部教授
　（香川大学教育学部附属高松小学校長）

漆 原 惠 子 　坂出市教育委員会教育委員

金 子 達 雄
　香川県高等学校長協会会長
　（香川県立高松工芸高等学校長）

令和6年6月1日

川 上 り 彩
　香川県小学校長会副会長
　（高松市立中央小学校長）

令和6年6月1日

川 田 浩 子 　香川県ＰＴＡ連絡協議会副会長 令和6年6月20日

酒 井 博 英 　ＮＨＫ高松放送局コンテンツセンター長 令和6年10月1日

日 下 利 男
香川県中学校長会会長
（東かがわ市立引田中学校長）

令和6年6月1日

西 山 香
　香川県特別支援学校長会会長
　（香川県立聴覚支援学校長）

令和6年6月1日

森 智 志 　ＪＲ四国研修センター所長

山 田 明 広 　四国新聞社編集局整理部長

（五十音順）

任期：令和５年５月１日～令和７年４月30日

香川県教育センター運営協議会委員名簿



香川県教育センター運営協議会規程 

    （昭和４６年６月１日 教育委員会教育長訓令第５号） 

 

最終改正 平成２５年４月３０日 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、香川県教育センター規則（昭和４６年香川県教育委員会 

規則第５号）第６条の規定に基づき、香川県教育センター運営協議会（以下

「協議会」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 協議会は委員１１人以内で組織する。 

２ 委員は香川県教育委員会教育長が委嘱する。 

３ 委員の任期は２年とし、再任することを妨げない。ただし､補欠の委員の任

期は前任者の残任期間とする。 

（会長・副会長） 

第３条 協議会に、会長及び副会長をおく。会長及び副会長は、委員の互選に

よって定め、それぞれ当該委員としての任期中在任する。 

２ 会長は、協議会を代表し、その会議を主宰する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

４ 会長･副会長共に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職 

務を代行する。 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、必要のつど、開催するものとし、香川県教育センタ 

ー所長が召集する。 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、香川県教育センター総務課において行う。 

 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和５５年５月３１日） 

この訓令は、昭和５５年５月３１日から施行する。 

   附 則（平成７年１１月２２日） 

この訓令は、平成７年１１月２２日から施行する。 

   附 則（平成２５年４月３０日） 

この訓令は、平成２５年４月３０日から施行する。 


















